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第７期（2023年 12月期）第２四半期報告書の提出期限延長 

に関する承認申請書提出のお知らせ 

 

当社は、本日付で、企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の２第１項に規定する四半期

報告書の提出期限延長に関する承認申請書を近畿財務局へ提出することを決定いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

株主の皆様、お取引先をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします

ことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．対象となる四半期報告書 

第７期（令和５年（2023年）12月期）第２四半期報告書 

（自令和５年（2023年）４月１日至令和５年（2023年）６月 30日） 

 

２．延長前の提出期限 

令和５年（2023年）８月 14日 

 

３．延長が承認された場合の提出期限 

令和５年（2023年）10月 13日 

 

４．提出期限の延長を必要とする理由 

令和５年（2023 年）７月 18 日付の当社適時開示「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に

て公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社マケレボ（以下「マケレボ」といいます。）

が受託しているアウトバウンドコール業務（お客様への架電業務）の一部に関し、マケレボの従業

員が一部の顧客企業の指定する業務管理システムのログイン履歴を不適切に作出したことによっ

て、当該顧客に対する請求額が過大となっている疑義（以下「本件疑義」といいます。）があること

が発覚しました。 

当社は、本件疑義及び社内調査の結果について、当社の監査委員会及び当社の会計監査人である

EY 新日本有限責任監査法人（以下「当社会計監査人」といいます。）へ報告を行ったところ、双方
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から、独立性の高い第三者が入った体制で調査を実施すべきとのコメントを得ました。これを踏ま

え、当社において社内協議を行った結果、当該案件の事実関係、財務諸表への影響、類似案件の解

明にあたり、客観的かつ中立的な立場から調査が必要であるとの判断に至ったため、同日開催の取

締役会において、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置することを決議し、現在、特別調査委

員会において、調査を進めております。 

当社としては、本件疑義に起因する財務的な影響金額を確定するためには、特別調査委員会の調

査を踏まえ、本件における過大請求による連結財務諸表への影響額を算出するとともに、マケレボ

以外の子会社を含む当社グループにおける類似案件の有無を確認する必要があると考えておりま

す。また、当社会計監査人においては、特別調査委員会による調査結果を踏まえ、連結財務諸表に

対する影響額の妥当性を検証するため、重要性の高いものについては取引テストを実施し、再計算

を行うなど追加的なレビュー手続が必要となります。 

このように特別調査委員会の調査及びその後の手続において、相応の時間を要する見込みである

ことから、当社は、特別調査委員会に対し、速やかな調査を要請しております。しかし、特別調査

委員会からは、潜在的な類似案件の調査対象範囲が当社及びマケレボ以外の子会社も含め多岐に渡

ること、契約件数が年間約 2000 件と膨大である中、顧客毎・業務毎に契約内容が多様であり、業

務実態と合わせたチェックにより類似案件を特定する必要があること、そのため実態把握のための

特別調査委員会によるヒアリングも多大となること、デジタルフォレンジックにおけるデータ抽出

と分析件数が膨大に及ぶことが想定されます。調査及びその後の手続の結果、過年度財務諸表の訂

正の可能性もあることなどから、その調査結果を当社が受領できるのは、現時点において早くとも

10月中旬（10月 12日頃目途）になる見込みであるとの回答を得ております。 

以上により、当社は、第７期第２四半期報告書の法定提出期限である 2023年 8月 14日までに当

社の令和５年（2023 年）12 月期第２四半期連結財務諸表の作成並びに当社会計監査人によるレ

ビュー手続を完了させることができず、当該四半期報告書を提出できない見込みとなったことから、

本日、第７期第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書を近畿財務局に提出することと

いたしました。 

 

５．今後の見通し  

今回の四半期報告書の提出期限延長に係る申請が承認された場合は、速やかに開示いたします。

なお、当該四半期の決算短信につきましては、延長が承認された場合の四半期報告書の提出期限と

同じく 2023年 10月 13日までに開示することを予定しております。 

 

 

以 上 


